
議案第 38 号 

 

小城市社会教育指導員規則の一部を改正する規則 

 

小城市社会教育指導員規則（平成 17 年小城市教育委員会規則第 23 号）

の一部を改正する規則を別紙のとおり提出する。 

 

  令和２年３月 26 日提出 

 

小城市教育委員会 教育長 大野 敬一郎 

 

 提案理由 

  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、

小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例が制定さ

れたため、小城市社会教育指導員規則を改正する必要がある。 

  これが、本議案を提出する理由である。 

 



 

小城市教育委員会規則第 号 

 

小城市社会教育指導員規則の一部を改正する規則 

 

 小城市社会教育指導員規則（平成17年小城市教育委員会規則第23号）

の一部を次のように改正する。 

 

第５条第３項中「５年」を「３年」に改め、同項ただし書を削る。 

 第６条第４項中「月17日以内」を「週４日の29時間で１日７時間15分」

に改める。 

第８条中「及び費用弁償については、小城市特別職の職員で非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成17年小城市条例第34号）」

を「、費用弁償及び期末手当については、小城市会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例（令和元年小城市条例第31号」に改める。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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